
 

 

 

 

 

 

中小企業の販路拡大を支援するため、展示会・商談会等への出展経費の一部を補助する「松阪市中小企

業販路拡大支援事業補助金」の募集を開始します。 

補助制度の内容       

１．補助対象者 

（１）製造業  （２）松阪市内に本社若しくは事業所を有する  （３）中小企業者 

（４）松阪市に税の滞納がない  （５）昨年度、同一枠で同補助金について採択されていない 

２．補助対象事業 

対象となる事業内容 国内又は海外で開催される展示会及び商談会等の出展に係る事業 

対象となる経費 旅費／印刷製本費／通信運搬費／賃借料／負担金／委託費・外注費 

補助率 補助対象経費の１／２以内 

通常枠・連携枠 

（通常枠）市内中小企業者が、事業の目的に合致した事業を単独で実施する場合 

（連携枠）市内中小企業者が、事業の目的に合致し、かつ新たな付加価値を生み出す製品

や技術を市内中小企業が連携・共創して、共同で実施する場合（外注は対象外） 

補助限度額 （通常枠）５００千円 （連携枠）１，０００千円 

条件 

・交付申請日以降に発注し、令和６年３月３１日までに支払済の経費を補助対象とします。 

・採択された事業者は、翌年度に事業経過報告を提出する必要があります。 

提出方法及び提出先  

 令和５年５月３１日１７時までに、必要書類を下記提出先まで郵送又はご持参ください。（必要書類は裏面記載） 

【提出先】 

 〒515-8515 松阪市殿町 1340 番地 1  松阪市役所 企業誘致連携課 補助金担当 

（℡：0598‐53‐4366 FAX ：0598‐22‐0003 E-mail：kig.sec@city.matsusaka.mie.jp） 

令和５年度 松阪市 

中小企業販路拡大支援事業補助金 

募集期間：令和５年４月１日（土）～ ５月３１日（火）１７時必着 

mailto:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp


提出書類  

１．補助金交付申請書（書式は市 HP からダウンロードしてください。） 

２．決算書（賃借対照表・損益計算書（直前決算１か年分のもの） 

３．市税の完納証明書（発行から３か月以内のもの・1 部） 

４．会社パンフレット等   

５．（連携枠のみ）別紙 共同申請者一覧表（1 部） 

事業の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 申請書提出 

 ５月３１日まで 

 

 
２ 交付決定 

６月中旬 

 

 

・申請書の内容を審査し、交付先を決定します。書類審査の後、採択・不採択
を応募者全員に通知し、補助金交付決定者に交付決定通知書を送付します。 

・同年度、中小企業伴走型事業補助金において補助金交付の決定を受けた方は
本補助金の交付を受けることができません。 

 

４ 事業実施～完了 

・対象経費は、申請日から事業完了日までのものです。 

・補助事業の支出関係を証明する書類（請求書及び領収書等）を保管してくだ
さい。 

・事業完了後、30 日以内にまたは３月３１日の早い期日までに実績報告書を提
出してください。 

３月３１日まで 

 

 

５ 検査・支払 

～ 3 月下旬 

 

 

・実績報告書の検査を行い、補助金額を確定後、補助金額確定通知書を送付し
ます。 

・補助金請求書を提出してください。内容確認後、原則一か月以内に支払いを
行います。 

３ 進捗状況の確認 

12 月上・中旬 

 

 

・事業の進捗状況の確認と、実績報告の作成に向けた必要な関係書類の整理と
支出状況のチェックを行います。 

・期日までに申請書を提出してください。 

・昨年度、同補助金に採択された事業者は、申請できません。 

６ 経過報告 

  翌年度４月以降 

 

 

・翌年度に、事業経過報告書（参加した商談会等に起因する商談数、取引成立
数、取引額等）を提出してください。 


